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「加湿器」不正競争差止等請求事件
－知財高裁平成28(ネ)10018・平成28年11月30日（２部）判決＜控訴認容＞－

〔キーワード〕商品形態の模倣（不競法２条１項３

号・４項５号）、商品の内部構造、不競法２条１

項３号の商品性、保護期間（不競法19条１項５

号イ）、加湿器の著作物性（著作権法２条１項

１号）、美術の著作物（著作権法10条１項４号）、

個性の表現、応用美術論、不法行為（不競法４条、

民法709条）、控訴人らの損害額

【主　　文】
１　原判決中、控訴人らと被控訴人に関する部分を

次のとおり変更する。
（１）　被控訴人は、控訴人Ｘ１に対し、94万5000

円及びこれに対する平成27年３月24日から支払
済みまで年５分の割合による金員を支払え。

（２）　被控訴人は、控訴人Ｘ２に対し、94万5000
円及びこれに対する平成27年３月24日から支払
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済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（３）　控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

２　訴訟費用は、第１、２審を通じて、これを５分
し、その４を被控訴人の、その余を控訴人らの各
負担とする。

３　本判決主文第１項（１）（２）は、仮に執行する
ことができる。

【事案の概要】
１　事案の要旨
（１）　本件請求の要旨

本件は、本判決別紙３「控訴人加湿器目録」
記載１及び２の加湿器（以下、それぞれ、同目
録の番号により「控訴人加湿器１」などという。）
の開発者である控訴人らが、被控訴人に対し、
①本判決別紙１「被控訴人商品目録」記載の加
湿器（以下「被控訴人商品」という。）は、控訴
人加湿器１又は控訴人加湿器２の形態を模倣し
たものであるから、その輸入、販売等は不正競
争防止法２条１項３号の不正競争（形態模倣）
に当たるとして、同法３条１項及び２項に基づ
いて、被控訴人商品の輸入、販売等の差止め及
び廃棄を、②控訴人加湿器１及び控訴人加湿器
２は、いずれも、美術の著作物（著作権法10条
１項４号）に当たるから控訴人らはこれらに係
る著作権（譲渡権又は二次的著作物の譲渡権）
を有するとして、著作権法112条１項及び２項
に基づいて、被控訴人商品の輸入、販売等の差
止め及び廃棄を求めるとともに（上記①とは選
択的併合）、③不正競争防止法違反又は著作権
侵害の不法行為に基づき（選択的併合、不正競
争防止法５条３項２号又は著作権法114条３項
の選択的適用）、損害賠償金各120万円（逸失利
益各95万円と弁護士費用各25万円の合計120万
円の２人分で総計240万円）及びこれに対する
不法行為後の日である平成27年３月24日から支
払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延
損害金の支払を、それぞれ求める事案である。

なお、控訴人らは、上記損害賠償金のうち各
60万円（合計120万円）とその附帯金について、
訴訟終了前被控訴人（一審被告）株式会社スタ
イリングライフ・ホールディングス（スタイリ
ングライフ）との連帯支払を求めていたが、ス

タイリングライフと控訴人らとの間の訴訟が和
解により終了したことによって、控訴人らの損
害賠償請求の趣旨は、当然に、第１、４に記載
のとおりとなる。

また、訴状添付別紙物件目録には、「被控訴
人商品」として品番ＣＬＶ－3504のうちピンク
色のもののみが掲記されているが、控訴人らが
侵害商品とする「被控訴人商品」が、これに限
定されたものではなく、色彩にかかわらず上記
品番の商品と同一形状のものをすべて含むこと
は、両当事者がその前提の下に弁論をしている
ことからみて、明らかである。

（２）　原審の判断
原判決は、控訴人加湿器１及び控訴人加湿器

２につき、①両者は、いずれも、市場における
流通の対象となる物とは認められないから、不
正競争防止法２条１項３号にいう「商品」に当
たらない、②両者は、いずれも、美的鑑賞の対
象となり得るような創作性を備えていると認め
ることはできないから、著作物に当たらないと
して、控訴人らの各請求をいずれも棄却した。

２　前提となる事実
本件の前提となる事実として、争いのない事実

と下記掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認めら
れる事実は、次のとおりである。

（１）　当事者
①　控訴人ら（Ｘ１、Ｘ２）は、総合家電メーカー

のプロダクトデザイナーであり、その傍ら、
平成23年１月にデザインユニット「ｋｎｏｂ
ｚ　ｄｅｓｉｇｎ」を結成し、フリーのデザ
イナーとしても活動している。（甲１の１）

②　被控訴人（株式会社セラヴィ）は、インテ
リア・デザイン家電、生活雑貨等の企画、生
産及び輸入卸を業とする株式会社である。（争
いのない事実）

（２）　控訴人らによる加湿器の開発
①　控訴人らは、遅くとも平成23年10月末まで

に控訴人加湿器１を、遅くとも平成24年６月
５日までに控訴人加湿器２を、遅くとも平成
27年１月４日までに控訴人加湿器３を、それ


